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20歳がスタート！国民年金 
　国民年金はすべての公的年金の基礎となるものです。日本国内にお住まいの20歳から
60歳までの人は、公的年金に加入することが法律で義務付けられています。将来、訪れ
る長い老後や、生活の安定を損なうような“万が一”の事態に備え、保険料を出し合い、
お互いを支え合う制度です。 
　20歳になったら、忘れずに国民年金の加入手続きをしましょう！ 

■国民年金の給付は、3種類の基礎年金があります 

■年金手帳は大切に保管しましょう 
　公的年金制度では、すべての制度に共通して使用される基礎年金番号が用いられています。 
　国民年金や厚生年金に加入すると基礎年金番号が記載された年金手帳が交付され、加入
記録や保険料の納付状況などがこの番号で管理されます。 
　年金手帳は、年金に関する手続きの際に必要となりますので、大切に保管してください。 

老齢基礎年金 
65歳から生涯受けられます。 

障害基礎年金 
病気やケガで障害の状態に
なった方が受けられます。 

遺族基礎年金 
死亡した方に生計維持されて
いた「子のある配偶者」又は
「子」が受けられます。 

新成人のみなさん新成人のみなさん 
おめでとうございますおめでとうございます!!
新成人のみなさん 

おめでとうございます!!

国民年金だより

【お問い合せ先】　役場住民生活課　☎77－3613 
由　岐　支　所　☎78－2211

被保険者の 
種　　　類 

対 象 者 

保 険 料 

国庫負担 

第1号被保険者 第3号被保険者 

国 民 年 金 （ 基 礎 年 金 ） 

（代行部分） 

厚生年金保険 
共済年金 

厚生年金基金 

国民年金基金 

（職域加算部分） 

第2号被保険者 

20歳以上60歳未満
の自営業者、農林漁
業、学生など 

第 2号被保険者に扶
養されている配偶者 

 
会社員、公務員など 

国民年金保険料 
【定額】15,250円 
（平成26年度） 

被保険者本人は保険
料負担を要しない。 
配偶者の加入してい
る年金の保険者が負

厚生年金保険料率 
17.474％ 
（平成26年9月現在） 
労使折半で保険料負担 

基礎年金の国庫負担割合については、平成21年4月1日より、それまでの1/3 
から1/2へ引上げられました。 


